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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の苗のせ面を備えた苗のせ台を備え、前記苗のせ面から苗を取り出して田面に植え
付ける植付アームを苗のせ面の各々に対応して備えた乗用型田植機において、
　右の所定数の前記苗のせ面の上側に亘って配置されるように前記苗のせ台に支持された
右の支持部材と、前記右の支持部材に沿って往復移動自在に備えられた右の供給装置と、
前記右の支持部材に備えられて前記右の供給装置を右の支持部材に沿って往復駆動する右
の駆動機構とを備え、
　左の所定数の前記苗のせ面の上側に亘って配置されるように前記苗のせ台に支持された
左の支持部材と、前記左の支持部材に沿って往復移動自在に備えられた左の供給装置と、
前記左の支持部材に備えられて前記左の供給装置を左の支持部材に沿って往復駆動する左
の駆動機構とを備えて、
　前記右及び左の供給装置が右及び左の支持部材に沿って往復移動しながら、右及び左の
所定数の苗のせ面に載置された苗に上方から薬剤又は肥料を供給するように構成すると共
に、
　前記苗のせ台の右又は左側部分の位置を変更可能に構成して、前記苗のせ台の横幅を作
業状態の苗のせ台の横幅よりも狭いものに設定可能に構成し、前記位置変更される側の右
又は左の支持部材を苗のせ台から取り外し自在に構成してある乗用型田植機。
【請求項２】
　前記位置変更される側の右又は左の支持部材を苗のせ台から取り外して、前記位置変更
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されない側の右又は左の支持部材の後側に取り付け可能に構成してある請求項１に記載の
乗用型田植機。
【請求項３】
　前記位置変更される側の右又は左の支持部材を苗のせ台から取り外し、前記位置変更さ
れない側の右又は左の支持部材の後側に取り付けた状態において、
　前記位置変更される側の右又は左の支持部材が接地フロートの後端よりも前側に位置す
るように構成してある請求項２に記載の乗用型田植機。
【請求項４】
　前記位置変更される側の右又は左の支持部材を取り付ける為の取付部を、前記植付アー
ムを備えた伝動ケースに備えてある請求項２又は３に記載の乗用型田植機。
【請求項５】
　前記右の支持部材を苗のせ台に支持する支持ブラケットと、前記左の支持部材を苗のせ
台に支持する支持ブラケットとを同じものに構成してある請求項１～４のうちのいずれか
一つに記載の乗用型田植機。
【請求項６】
　前記隣接する苗のせ面の間の仕切り部に、前記支持ブラケットを備えてある請求項５に
記載の乗用型田植機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、苗のせ面に載置された苗に上方から薬剤（殺虫剤や殺菌剤等）又は肥料を供
給する供給装置を備えた乗用型田植機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　乗用型田植機においては例えば特許文献１に開示されているように、支持部材（特許文
献１の図２，３，４中の２７）を、苗のせ台（特許文献１の図１，２，３，４中の１４）
に苗のせ面（特許文献１の図３中の１４ａ）の上側に亘って配置されるように支持し、供
給装置（特許文献１の図１，２，３，４中の３０）を、支持部材に沿って往復移動自在に
備えて、供給装置を支持部材に沿って往復駆動する駆動機構（特許文献１の図１，２，３
，４中の４０，４４）を支持部材に備えたものがある。
　これにより、供給装置が支持部材に沿って往復移動しながら、供給装置から苗のせ台に
載置された苗に上方から薬剤又は肥料が供給される。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－５２２１１号公報（図１，２，３，４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のような供給装置、支持部材及び駆動機構を乗用型田植機に備える場合、例
えば８条型式や１０条型式等の横幅の大きな苗のせ台において、苗のせ台の全幅に亘るよ
うな長い一つの支持部材を備えると、供給装置が支持部材の右端部から左端部（左端部か
ら右端部）に移動するのに時間を要してしまうので、苗のせ台に載置された苗に薬剤又は
肥料を均等に供給することが困難なものになることがある（例えば、供給装置が薬剤又は
肥料を供給しながら支持部材の右端部から左端部に移動し始めた際、供給装置が支持部材
の左端部に達するまでに、縦送り機構によって苗のせ台に載置された苗が何回も下方に送
られてしまうと、支持部材の左端部の付近において、薬剤又は肥料が供給されない苗の部
分の生じることがある）。又、苗のせ台の全幅に亘るような長い一つの支持部材を備える
と、支持部材の強度面で不安が生じる。
【０００５】
　本発明は乗用型田植機において、供給装置、支持部材及び駆動機構を備える場合、例え
ば８条型式や１０条型式等の横幅の大きな苗のせ台でも、苗のせ台に載置された苗に薬剤
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又は肥料が適切に供給されるように構成することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
［Ｉ］
（構成）
　本発明の第１特徴は、多数の苗のせ面を備えた苗のせ台を備え、苗のせ面から苗を取り
出して田面に植え付ける植付アームを苗のせ面の各々に対応して備えた乗用型田植機にお
いて、次のように構成することにある。
　右の所定数の苗のせ面の上側に亘って配置されるように苗のせ台に支持された右の支持
部材、右の支持部材に沿って往復移動自在に備えられた右の供給装置、右の支持部材に備
えられて右の供給装置を右の支持部材に沿って往復駆動する右の駆動機構を備える。左の
所定数の苗のせ面の上側に亘って配置されるように苗のせ台に支持された左の支持部材、
左の支持部材に沿って往復移動自在に備えられた左の供給装置、左の支持部材に備えられ
て左の供給装置を左の支持部材に沿って往復駆動する左の駆動機構を備える。右及び左の
供給装置が右及び左の支持部材に沿って往復移動しながら、右及び左の所定数の苗のせ面
に載置された苗に上方から薬剤又は肥料を供給するように構成する。苗のせ台の右又は左
側部分の位置を変更可能に構成して、苗のせ台の横幅を作業状態の苗のせ台の横幅よりも
狭いものに設定可能に構成し、位置変更される側の右又は左の支持部材を苗のせ台から取
り外し自在に構成する。
【０００７】
（作用）
　本発明の第１特徴によると、右及び左の所定数の苗のせ面の上側に亘って配置されるよ
うに、右及び左の支持部材が苗のせ台に支持されて、右及び左の支持部材に右及び左の供
給装置が往復移動自在に備えられ、右及び左の供給装置を右及び左の支持部材に沿って往
復駆動する右及び左の駆動機構が右及び左の支持部材に備えられるのであり、右の所定数
の苗のせ面に載置された苗に対して右の供給装置から薬剤又は肥料が供給され、左の所定
数の苗のせ面に載置された苗に対して左の供給装置から薬剤又は肥料が供給される。
【０００８】
　これにより、本発明の第１特徴によると、右及び左の供給装置は苗のせ台の全幅に亘っ
て往復移動しないので（右及び左の所定数の苗のせ面に亘って往復移動するので）、右及
び左の供給装置は右及び左の支持部材の右端部から左端部（左端部から右端部）に比較的
速く達する。従って、例えば右の供給装置が薬剤又は肥料を供給しながら右の支持部材の
右端部から左端部に移動し始めた際、右の供給装置が右の支持部材の左端部に達するまで
に、縦送り機構によって苗のせ台に載置された苗が何回も下方に送られてしまうと言うよ
うな状態が生じ難くなるのであり、苗のせ台に載置された苗に薬剤又は肥料が均等に供給
され易くなる。
　本発明の第１特徴によると、苗のせ台の全幅に亘るような長い一つの支持部材を備える
のではなく、右及び左の支持部材に分けているので、右及び左の支持部材が不必要に長い
ものにならない。
【０００９】
　乗用型田植機では、苗のせ台の右又は左側部分の位置を変更可能に構成して（例えば前
のせ台の右又は左側部分を分離させて他方の右又は左側部分の上側に乗せたり、苗のせ台
の右又は左側部分を上向き（又は下向き）に折り曲げたりして）、苗のせ台の横幅を作業
状態の苗のせ台の横幅よりも狭いものに設定可能に構成したものがある。
　本発明の第１特徴によると、位置変更される側の右又は左の支持部材を苗のせ台から取
り外し自在に構成しているので（位置変更される側の右又は左の供給装置及び駆動機構も
右又は左の支持部材と一緒に取り外される）、前述のように苗のせ台の右又は左側部分の
位置を変更して、苗のせ台の横幅を作業状態の苗のせ台の横幅よりも狭いものに設定した
場合、位置変更される側の右又は左の支持部材を苗のせ台から取り外すことによって、位
置変更される側の右又は左の支持部材が苗のせ台の横幅の範囲から横側に出ると言うよう
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な状態を避けることができる。
【００１０】
（発明の効果）
　本発明の第１特徴によると、乗用型田植機において、右及び左の供給装置、右及び左の
支持部材、右及び左の駆動機構を備えることにより、苗のせ台に載置された苗に薬剤又は
肥料が均等に供給され易くなって、苗のせ台に載置された苗への薬剤又は肥料の供給性能
を向上させることができた。右及び左の支持部材が不必要に長いものにならないので、右
及び左の支持部材の強度面での不安を解消することができた。
【００１１】
　本発明の第１特徴によると、苗のせ台の右又は左側部分の位置を変更して、苗のせ台の
横幅を作業状態の苗のせ台の横幅よりも狭いものに設定した場合に、位置変更される側の
右又は左の支持部材を苗のせ台から取り外すことにより（位置変更される側の右又は左の
供給装置及び駆動機構も右又は左の支持部材と一緒に取り外される）、位置変更される側
の右又は左の支持部材が苗のせ台の横幅の範囲から横側に出ると言うような状態を避ける
ことができて、苗植付装置の全体をコンパクトなものにまとめることができるようになっ
た。
【００１２】
［ＩＩ］
（構成）
　本発明の第２特徴は、本発明の第１特徴の乗用型田植機において次のように構成するこ
とにある。
　位置変更される側の右又は左の支持部材を苗のせ台から取り外して、位置変更されない
側の右又は左の支持部材の後側に取り付け可能に構成する。
【００１３】
（作用）
　本発明の第２特徴によると、本発明の第１特徴と同様に前項［Ｉ］に記載の「作用」を
備えており、これに加えて以下のような「作用」を備えている。
　本発明の第２特徴によると、前項［Ｉ］に記載のように、苗のせ台の右又は左側部分の
位置を変更して、苗のせ台の横幅を作業状態の苗のせ台の横幅よりも狭いものに設定した
場合、位置変更される側の右又は左の支持部材を苗のせ台から取り外して、位置変更され
ない側の右又は左の支持部材の後側に取り付けることができるので、位置変更される側の
右又は左の支持部材の保管に困ることがない。
【００１４】
（発明の効果）
　本発明の第２特徴によると、本発明の第１特徴と同様に前項［Ｉ］に記載の「発明の効
果」を備えており、これに加えて以下のような「発明の効果」を備えている。
　本発明の第２特徴によると、位置変更される側の右又は左の支持部材を苗のせ台から取
り外した場合、位置変更される側の右又は左の支持部材の保管に困ることがなくなって、
使い易さを向上させることができた。
【００１５】
［ＩＩＩ］
（構成）
　本発明の第３特徴は、本発明の第２特徴の乗用型田植機において次のように構成するこ
とにある。
　位置変更される側の右又は左の支持部材を苗のせ台から取り外し、位置変更されない側
の右又は左の支持部材の後側に取り付けた状態において、位置変更される側の右又は左の
支持部材が接地フロートの後端よりも前側に位置するように構成する。
【００１６】
（作用）
　本発明の第３特徴によると、本発明の第２特徴と同様に前項［Ｉ］［ＩＩ］に記載の「
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作用」を備えており、これに加えて以下のような「作用」を備えている。
　本発明の第３特徴によると、前項［ＩＩ］に記載のように、位置変更される側の右又は
左の支持部材を苗のせ台から取り外して、位置変更されない側の右又は左の支持部材の後
側に取り付けた場合、位置変更される側の右又は左の支持部材が接地フロートの後端より
も前側に位置するので、位置変更される側の右又は左の支持部材が苗植付装置の範囲から
後側に出ると言うようなことがない。
【００１７】
（発明の効果）
　本発明の第３特徴によると、本発明の第２特徴と同様に前項［Ｉ］［ＩＩ］に記載の「
発明の効果」を備えており、これに加えて以下のような「発明の効果」を備えている。
　本発明の第３特徴によると、位置変更される側の右又は左の支持部材を苗のせ台から取
り外して、位置変更されない側の右又は左の支持部材の後側に取り付けた場合、位置変更
される側の右又は左の支持部材が苗植付装置の範囲から後側に出ると言うようなことがな
いので、苗植付装置の全体をコンパクトなものにまとめることができるようになった。
【００１８】
［ＩＶ］
（構成）
　本発明の第４特徴は、本発明の第２又は第３特徴の乗用型田植機において次のように構
成することにある。
　位置変更される側の右又は左の支持部材を取り付ける為の取付部を、植付アームを備え
た伝動ケースに備える。
【００１９】
（作用）
　本発明の第４特徴によると、本発明の第２又は第３特徴と同様に前項［Ｉ］～［ＩＩＩ
］に記載の「作用」を備えており、これに加えて以下のような「作用」を備えている。
　本発明の第４特徴によると、前項［ＩＩ］［ＩＩＩ］に記載のように、位置変更される
側の右又は左の支持部材を苗のせ台から取り外して、位置変更されない側の右又は左の支
持部材の後側に取り付けた場合、位置変更される側の右又は左の支持部材を取り付ける為
の取付部が、植付アームを備えた伝動ケースに備えられている。この場合、伝動ケースは
充分な強度で構成されているので、位置変更される側の右又は左の支持部材が充分な強度
で伝動ケースに支持される。
【００２０】
（発明の効果）
　本発明の第４特徴によると、本発明の第２又は第３特徴と同様に前項［Ｉ］～［ＩＩＩ
］に記載の「発明の効果」を備えており、これに加えて以下のような「発明の効果」を備
えている。
　本発明の第４特徴によると、位置変更される側の右又は左の支持部材を苗のせ台から取
り外して、位置変更されない側の右又は左の支持部材の後側に取り付けた場合、位置変更
される側の右又は左の支持部材が充分な強度で伝動ケースに支持されるようになって、位
置変更される側の右又は左の支持部材の支持強度の面で有利なものとなった。
【００２１】
［Ｖ］
（構成）
　本発明の第５特徴は、本発明の第１～第４特徴の乗用型田植機のうちのいずれか一つに
おいて次のように構成することにある。
　右の支持部材を苗のせ台に支持する支持ブラケットと、左の支持部材を苗のせ台に支持
する支持ブラケットとを同じものに構成する。
【００２２】
（作用）
　本発明の第５特徴によると、本発明の第１～第４特徴のうちのいずれか一つと同様に前
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項［Ｉ］～［ＩＶ］に記載の「作用」を備えており、これに加えて以下のような「作用」
を備えている。
　本発明の第５特徴によると、右及び左の支持部材を苗のせ台に支持させる場合、右及び
左の支持部材において支持ブラケットが兼用される。
【００２３】
（発明の効果）
　本発明の第５特徴によると、本発明の第１～第４特徴のうちのいずれか一つと同様に前
項［Ｉ］～［ＩＶ］に記載の「発明の効果」を備えており、これに加えて以下のような「
発明の効果」を備えている。
　本発明の第５特徴によると、右及び左の支持部材を苗のせ台に支持させる場合、右及び
左の支持部材において支持ブラケットが兼用されるので、部品点数の削減及び構造の簡素
化の面で有利なものとなった。
【００２４】
［ＶＩ］
（構成）
　本発明の第６特徴は、本発明の第５特徴の乗用型田植機において次のように構成するこ
とにある。
　隣接する苗のせ面の間の仕切り部に、支持ブラケットを備える。
【００２５】
（作用）
　本発明の第６特徴によると、本発明の第５特徴と同様に前項［Ｉ］～［Ｖ］に記載の「
作用」を備えており、これに加えて以下のような「作用」を備えている。
　本発明の第６特徴によると、隣接する苗のせ面の間に仕切り部が位置しているので、支
持ブラケットを仕切り部に備えることにより、苗のせ面の上側に右及び左の支持部材を配
置することが容易に行える。
【００２６】
（発明の効果）
　本発明の第６特徴によると、本発明の第５特徴と同様に前項［Ｉ］～［Ｖ］に記載の「
発明の効果」を備えており、これに加えて以下のような「発明の効果」を備えている。
　本発明の第６特徴によると、苗のせ面の上側に右及び左の支持部材を配置することが容
易に行えるようになって、構造及び配置の面で有利なものとなった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
［１］
　図１に示すように、前輪１及び後輪２で支持された機体の前部に、エンジン３及びミッ
ションケース４を備えて、機体の中央部に運転部５を形成し、機体の後部に四連リンク式
のリンク機構６を油圧シリンダ１４により昇降駆動自在に連結して、リンク機構６に苗植
付装置７を備えて乗用型田植機が構成されている。
【００２８】
　図１，２，４に示すように、苗植付装置７は８条植型式に構成されており、４個の伝動
ケース８、伝動ケース８の左右両側に回転駆動自在に支持された回転ケース９、回転ケー
ス９の両端に備えられた一対の植付アーム１０、５個の接地フロート１１、８条分の苗の
せ面１３ａを備えた苗のせ台１３、苗のせ台１３の苗のせ面１３ａに備えられたベルト式
の縦送り機構１２等により構成されている。
【００２９】
　これにより、図１，２，４に示すように、苗のせ台１３が左右に往復横送り駆動される
のに伴って、回転ケース９が回転駆動され、苗のせ台１３（苗のせ面１３ａ）の苗を植付
アーム１０が苗のせ台１３（苗のせ面１３ａ）の下部から交互に取り出して田面に植え付
けるのであり、苗のせ台１３が往復横送り駆動の右及び左端部に達すると、縦送り機構１
２により苗のせ台１３（苗のせ面１３ａ）の苗が下方に送られる。
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【００３０】
　図１及び図２に示すように、運転部５に備えられた運転座席２３の後側に、２条に対応
した４個の繰り出し部２４が取り付けられ、透明樹脂製で肥料を貯留するホッパー２５が
４個の繰り出し部２４に亘り取り付けられており、繰り出し部２４に搬送風を供給するブ
ロア２６が備えられている。植付アーム１０によって植え付けられた苗の横側に溝を形成
しながら肥料を田面に送り込んでいく作溝器２８が８個用意されて、作溝器２８が接地フ
ロート１１に取り付けられており、繰り出し部２４と作溝器２８とに亘って８本の可撓性
のホース２７が接続されている。
　以上の構造により、前述のように苗が田面に植え付けられるのに伴って、ホッパー２５
の肥料が繰り出し部２４から所定量ずつ繰り出され、ブロア２６の搬送風によりホース２
７を通って作溝器２８に供給され、作溝器２８により田面に形成された溝に肥料が送り込
まれる。
【００３１】
［２］
　次に、苗のせ台１３について説明する。
　図３及び図４に示すように、８条の苗のせ面１３ａ及び隣接する苗のせ面１３ａの間の
９個の仕切り部１３ｂによって苗のせ台１３が構成されており、右の６条の苗のせ面１３
ａに対して、左の２条の苗のせ面１３ａが分離可能に構成されている。
【００３２】
　図２に示すように、苗のせ台１３の裏面において、右の６条の苗のせ面１３ａと左の２
条の苗のせ面１３ａとに亘って支持フレーム１５が配置されており、支持フレーム１５の
右端部が右の６条の苗のせ面１３ａに揺動及びスライド自在に接続され、支持フレーム１
５の左端部が左の２条の苗のせ面１３ａに揺動自在に接続されている。右の６条の苗のせ
面１３ａの左端部の下部に、支持部１６が備えられている。
【００３３】
　図２，３，４に示す状態は、右の６条の苗のせ面１３ａ及び左の２条の苗のせ面１３ａ
が左右方向に並んで連結された苗のせ台１３の作業状態である。苗のせ台１３を作業状態
から折り畳み状態に設定する場合、苗のせ台１３を往復横送り駆動の左端部に移動させた
状態で、右の６条の苗のせ面１３ａから左の２条の苗のせ面１３ａを分離させて、右の６
条の苗のせ面１３ａに対し、左の２条の苗のせ面１３ａ及び支持フレーム１５を左方に移
動させ、図８及び図９に示すように、支持フレーム１５を上方に揺動させて、左の２条の
苗のせ面１３ａを持ち上げ、左の２条の苗のせ面１３ａの下部を支持部１６に支持させて
固定する。
【００３４】
　これにより、苗のせ台１３の折り畳み状態において、図８及び図９に示すように、右の
６条の苗のせ面１３ａの上方に左の２条の苗のせ面１３ａが位置し、右の６条の苗のせ面
１３ａの左の１条と、左の２条の苗のせ面１３ａの右の１条とが平面視で重なる状態とな
って、作業状態の苗のせ台１３の横幅よりも（図３及び図４参照）、折り畳み状態の苗の
せ台１３の横幅が狭いものとなっている。
【００３５】
［３］
　次に、右及び左の供給装置１７，１８を支持する右及び左の支持部材１９，２０につい
て説明する。
　図２，５，６に示すように、金属製の平板状の支持ブラケット３２が５個用意されてお
り、５個の支持ブラケット３２は全て同じ形状に構成された同じものである。支持ブラケ
ット３２は側面視でへ字状に形成されて、上部に多数の取付孔３２ａが開口されており、
下部が斜めのクランク状に折り曲げられて傾斜部３２ｂが形成されている。図３，４，１
０，１１に示すように、苗のせ台１３（右の６条の苗のせ面１３ａ）の右端部、右端部か
ら２つ目及び４つ目の仕切り部１３ｂの下部に、支持ブラケット３２が固定されており、
苗のせ台１３（左の２条の苗のせ面１３ａ）の左端部、左端部から１つ目の仕切り部１３
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ｂの下部に、支持ブラケット３２が固定されている。
【００３６】
　図３，６，１１に示すように、苗のせ台１３（右の６条の苗のせ面１３ａ）の右端部の
支持ブラケット３２の上部に、パイプ状の支持フレーム３８が固定され、苗のせ台１３（
右の６条の苗のせ面１３ａ）の右端部から２つ目の支持ブラケット３２の下部に、支持フ
レーム３６が固定されており、苗のせ台１３（右の６条の苗のせ面１３ａ）の右端部から
４つ目の支持ブラケット３２の上部及び下部に、パイプ状の支持フレーム３８，３３が固
定されている。図３，５，１０に示すように、苗のせ台１３（左の２条の苗のせ面１３ａ
）の左端部の支持ブラケット３２の下部に、パイプ状の支持フレーム３３が固定されてい
る。
【００３７】
　図３，４，６，１１に示すように、断面コ字状の右の支持部材１９が用意されており、
右の支持部材１９にパイプ状の支持部２１が固定されている。苗のせ台１３（右の６条の
苗のせ面１３ａ）の右端部及び右端部から４つ目の支持ブラケット３２の支持フレーム３
８に、右の支持部材１９の支持部２１が取り付けられており、苗のせ台１３（右の６条の
苗のせ面１３ａ）の右端部から２つ目の支持ブラケット３２の支持フレーム３６が、右の
支持部材１９に取り付けられている。
【００３８】
　図３，４，５，１０に示すように、断面コ字状の左の支持部材２０が用意されており、
左の支持部材２０にパイプ状の支持部２２が固定されている。苗のせ台１３の作業状態に
おいて、苗のせ台１３（左の２条の苗のせ面１３ａ）の左端部の支持ブラケット３２の支
持フレーム３３、並びに、苗のせ台１３（右の６条の苗のせ面１３）の右端部から４つ目
の支持ブラケット３２の支持フレーム３３に、左の支持部材２０の支持部２２が取り付け
られている。
【００３９】
　図３，４，５，６，１０，１１に示すように、苗のせ台１３（右の６条の苗のせ面１３
）において、３個の支持ブラケット３２の取付孔３２ａに亘り右の案内ロッド４３が取り
付けられており、苗のせ台１３（左の２条の苗のせ面１３ａ）において、２個の支持ブラ
ケット３２の取付孔３２ａに亘り左の案内ロッド４３が取り付けられている。この場合、
支持ブラケット３２の取付孔３２ａを変更することにより、右及び左の案内ロッド４３の
位置を上下に変更することができる。左の案内ロッド４３の右端部に接続部４３ａが備え
られており（図３，４，１０参照）、右の案内ロッド４３の左端部が左の案内ロッド４３
の接続部４３ａに接続及び取り外し自在に構成されている。
【００４０】
　図３，４，５，６に示すように、苗のせ台１３の作業状態において、右の支持部材１９
が平面視で前側に位置し、左の支持部材２０が平面視で後側に位置しおり、右及び左の支
持部材１９，２０が側面視で同じ高さに位置している。右の支持部材１９の左端部が左の
支持部材２０の右端部の位置よりも左方に位置し、左の支持部材２０の右端部が右の支持
部材１９の左端部の位置よりも右方に位置している。
【００４１】
［４］
　次に、右及び左の供給装置１７，１８、右及び左の駆動機構２９，３０について説明す
る。
　図３及び図４に示すように、右の支持部材１９の右端部に右の駆動機構２９が備えられ
ており、左の支持部材２０の左端部に左の駆動機構３０が備えられている。図７に示すよ
うに、右及び左の駆動機構２９，３０に駆動スプロケット４５及び従動スプロケット４６
が回転自在に支持されて、駆動スプロケット４５を正逆に回転駆動するモータ４９が備え
られている。右の支持部材１９の左端部（左の支持部材２０の右端部）に従動スプロケッ
ト５０が回転自在に支持されており、駆動スプロケット４５及び従動スプロケット４６，
５０に亘ってチェーン５１が巻回されて、チェーン５１が右及び左の支持部材１９，２０
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の内部に配置されている。
【００４２】
　図５，６，７に示すように、右及び左の供給装置１７，１８は薬剤（殺虫剤や殺菌剤等
）又は肥料を貯留するホッパー５２、ホッパー５２の下部に連結された繰り出し部５５、
繰り出し部５５の下部に連結された供給ホース５６等を備えて構成されている。断面コ字
状の案内シュー５７がホッパー５２の下部に固定されて、案内シュー５７が右及び左の支
持部材１９，２０の上部に移動自在に乗せられており、繰り出し部５５に備えられたロー
ラー５８が右及び左の支持部材１９，２０に当て付けられている。繰り出し部５５の内部
に繰り出しローラー５９が回転自在に支持され、繰り出しローラー５９の支持軸５９ａが
繰り出し部５５から突出して右及び左の支持部材１９，２０の内部に入り込んでおり、繰
り出しローラー５９の支持軸５９ａに固定されたスプロケット６０がチェーン５１に咬合
している。繰り出し部５５に咬合部６１が固定されて右及び左の支持部材１９，２０の内
部に入り込んでおり、咬合部６１がチェーン５１に咬合している。
【００４３】
　図５，６，７に示すように、右及び左の供給装置１７，１８において、芯金部材６２が
供給ホース５６の内部に備えられて、芯金部材６２により供給ホース５６の姿勢が設定さ
れており、芯金部材６２は金属製で細長い平板状である。図２，３，６に示すように、右
の供給装置１７において、供給ホース５６が正面視で右の駆動機構２９側に少し折り曲げ
られており、側面視で後側に折り曲げられている。図２，３，５に示すように、左の供給
装置１８において、供給ホース５６が正面視で左の駆動機構３０側に少し折り曲げられて
おり、側面視で前側に折り曲げられている。これにより、図２，５，６に示すように、右
及び左の供給装置１７，１８において、供給ホース５６の下端部の供給口５６ａが側面視
で同じ位置となっており、供給ホース５６の供給口５６ａが右及び左の案内ロッド４３の
後側に位置している。
【００４４】
　以上の構造により、図３，４，７に示すように、モータ４９により駆動スプロケット４
５及びチェーン５１が正逆に回転駆動されて、右の供給装置１７が右の支持部材１９の右
及び左端部に亘って往復駆動されるのであり、左の供給装置１８が左の支持部材２０の右
及び左端部に亘って往復駆動される。この場合、右の供給装置１７が右の支持部材１９の
右端部に位置していると、左の供給装置１８が左の支持部材２０の右端部に位置し、右の
供給装置１７が右の支持部材１９の左端部に位置していると、左の供給装置１８が左の支
持部材２０の左端部に位置するように、右及び左の供給装置１７，１８が同時に同じ方向
に往復駆動される。
【００４５】
　前述のように右及び左の供給装置１７，１８が往復駆動されると、図５，６，７に示す
ように、チェーン５１によりスプロケット６０が回転駆動され、繰り出しローラー５９が
回転駆動されて、ホッパー５２に貯留された薬剤（殺虫剤や殺菌剤等）又は肥料が、繰り
出しローラー５９により所定量ずつ繰り出されて供給ホース５６の供給口５６ａから下方
に落下する。これにより、図３及び図４に示すように、苗のせ台１３（右の４条の苗のせ
面１３ａ）に載置された苗に、右の供給装置１７から薬剤（殺虫剤や殺菌剤等）又は肥料
が供給されるのであり、苗のせ台１３（左の４条の苗のせ面１３ａ）に載置された苗に、
左の供給装置１８から薬剤（殺虫剤や殺菌剤等）又は肥料が供給される。
【００４６】
　この場合、図５及び図６に示すように、苗のせ台１３に載置された苗が、右及び左の案
内ロッド４３により少し前方に倒されており、この倒された部分に右及び左の供給装置１
７，１８から薬剤（殺虫剤や殺菌剤等）又は肥料が供給される。前述のように右及び左の
供給装置１７，１８が往復駆動されると、仕切り部１３ｂ（支持ブラケット３２）にも、
薬剤（殺虫剤や殺菌剤等）又は肥料が供給されることがある。この場合、図３，５，６に
示すように、支持ブラケット３２の傾斜部３２ｂにより、薬剤（殺虫剤や殺菌剤等）又は
肥料が隣の苗のせ面１３ａの苗に案内される）。
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【００４７】
［５］
　次に、前項［２］に記載のように苗のせ台１３を作業状態から折り畳み状態に設定する
場合について説明する。
　図２及び図４に示すように、苗植付装置７の右端部及び右端部から２つ目の伝動ケース
８に、パイプ状の取付部３１が固定されている。これにより、苗のせ台１３を作業状態か
ら折り畳み状態に設定する場合、苗のせ台１３を往復横送り駆動の左端部に移動させた状
態で、先ず図８及び図９に示すように、左の支持部材２０（左の供給装置１８及び左の駆
動機構３０）の支持部２２を、支持ブラケット３２の支持フレーム３３から取り外して、
左の支持部材２０（左の供給装置１８及び左の駆動機構３０）の支持部２２を、取付部３
１に取り付ける。
【００４８】
　これにより、図８及び図９に示すように、左の支持部材２０（左の供給装置１８及び左
の駆動機構３０）が、右の支持部材１９（右の供給装置１７及び右の駆動機構２９）の後
側で下側に位置して、伝動ケース８に支持される状態となる。左の支持部材２０（左の供
給装置１８及び左の駆動機構３０）が伝動ケース８に支持された状態で、左の支持部材２
０（左の供給装置１８及び左の駆動機構３０）が、接地フロート１１の後端よりも前側に
位置している。
【００４９】
　次に前項［２］に記載、図８及び図９に示すように、右の６条の苗のせ面１３ａから左
の２条の苗のせ面１３ａを分離させて、右の６条の苗のせ面１３ａに対し、左の２条の苗
のせ面１３ａ及び支持フレーム１５を左方に移動させ、支持フレーム１５を上方に揺動さ
せて、左の２条の苗のせ面１３ａを持ち上げ、左の２条の苗のせ面１３ａの下部を支持部
１６に支持させて固定する（苗のせ台１３の折り畳み状態）。
　この場合、右及び左の支持部材１９，１０（右及び左の供給装置１７，１８、右及び左
の駆動機構２９，３０）の左隣に、左の２条の苗のせ面１３ａが位置する状態となり、左
の２条の苗のせ面１３ａの後部（下部）が、接地フロート１１の後端の上方に位置してい
る。
【００５０】
［発明の実施の第１別形態］
　前述の［発明の実施の形態］において、左の２条の苗のせ面１３ａを右の６条の苗のせ
面１３ａの上方に位置させることにより苗のせ台１３の折り畳み状態を得るのではなく、
左の２条の苗のせ面１３ａを上下反転させて右の６条の苗のせ面１３ａの上方に位置させ
ることにより、苗のせ台１３の折り畳み状態を得るように構成したり、右の６条の苗のせ
面１３ａとの接続点を支点として、左の２条の苗のせ面１３ａを上方（又は下方）に折り
曲げて、苗のせ台１３の折り畳み状態を得るように構成してもよい。この場合、左の１条
の苗のせ面１３ａ又は左の３条の苗のせ面１３ａを、前述のような折り畳み状態に設定す
るように構成してもよい。
【００５１】
［発明の実施の第２別形態］
　前述の［発明の実施の形態］に対し、右の２条の苗のせ面１３ａ（右の１条又は３条の
苗のせ面１３ａ）を、前述の［発明の実施の第１別形態］のような折り畳み状態に設定す
るように構成してもよい。このように構成すると、図３及び図４において、左の支持部材
２０が平面視で前側に位置し、右の支持部材１９が平面視で後側に位置するように構成し
て、苗植付装置７の左端部及び左端部から２つ目の伝動ケース８に、パイプ状の取付部３
１を固定する。
　本発明は８条の苗のせ台１３（８条植型式の苗植付装置７）ばかりではなく、１０条の
苗のせ台１３（１０条植型式の苗植付装置７）にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
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【図１】乗用型田植機の全体側面図
【図２】苗のせ台の作業状態での苗植付装置の全体側面図
【図３】作業状態の苗のせ台の付近の背面図
【図４】作業状態の苗のせ台の付近の平面図
【図５】左の支持部材及び左の供給装置の付近の縦断側面図
【図６】右の支持部材及び右の供給装置の付近の縦断側面図
【図７】右の支持部材及び右の供給装置、右の駆動機構の付近の縦断背面図
【図８】苗のせ台の折り畳み状態での苗植付装置の全体側面図
【図９】苗のせ台の折り畳み状態での苗のせ台の付近の平面図
【図１０】左の支持部材の付近の斜視図
【図１１】右の支持部材の付近の斜視図
【符号の説明】
【００５３】
　８　　　伝動ケース
　１０　　植付アーム
　１１　　接地フロート
　１３　　苗のせ台
　１３ａ　苗のせ面
　１３ｂ　仕切り部
　１７　　右の供給装置
　１８　　左の供給装置
　１９　　右の支持部材
　２０　　左の支持部材
　２９　　右の駆動機構
　３０　　左の駆動機構
　３２　　支持ブラケット
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